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『丸の相続大学校』

内容一新、9月から第2期開講へ
"相続マイスター講座"がパワーアップ
相続に関連する法務・税務・手続きなどを学べる「丸の内相続大学校」の第1期講座が終了し、9月から

第2期がスタートする。相続ビジネスが話題となるなかで、”相続マイスター"という独自の冠をつけた講座を、

現在から将来に向けた相続実務のスタンダードとして、ブランド化していきたいという。主宰するランドマーク

税理士法人の清田幸弘代表税理士に、人気の理由と意気込みを聞いてみた。

清田幸弘氏〔せいたゆきひろ)

昭和37年生まれ。明治大学卒業。平成

9年、清田会計事務所設立。その後、

法人化し平成21年「ランドマーク税理
士法人」に名称変更。同24年丸の内事

務所を設置。専門分野は都市農家の

資産税対策全般。相続税申告件数は

900件超。税理士会、金融機関、行

政、ハウスメーカー等で多数講演。

「都市農家・地主の税金ガイド」等、

多数の著書・雑誌の連載あり。

一好評のうちに「相続大学校」の第1

期が終了しましたが、そもそも、請座

開講のきっかけは?

高齢化の進展を背景に、相続ビジネ

スに関するニーズは確実に拡がって

います。その受け皿として、高度な知

識で満足度の高い対応のできる相続

スペシャリストの養成が急務だと捉

え、講座を開講しました。それも、ハイ

レベルな実務経験豊富な講師陣を揃

え、「相続マイスター講座」というネー

ミングでインパクトを与え、差別化を

徹底的に図りました。私自身も年間

100回近くセミナーを開催していて、

講義は自分自身の研鎖の場にもなり

ますし、何より受講者たちの間で相続

実務に関わる情報の共有化が図れれ

ばいいと考えました。実はこの大学校

の企画が本格的に動き始めたのは、今

年の確定申告明けぐらいからです。丸

の内という立地を最大限活かし、ここ

を拠点とし、ネーミングも「丸の内相

続大学校」とすることで、受講者の方

に利便性と東京の中心地で学ぶこと

ができるという付加価値を感じてい

ただこうと思い、準備を進めました。

一第一線で活躍する講師陣を揃える

にご苦労されたのでは?

相続に関わる一連の手続き、法務、税

務が習得できる講座を最大のウリにし

ていますから、講師陣には気を配りま

した。ありがたいことに、講師をお願い

したすべての先生方に打診したその日

のうちに、ご快諾をいただくことがで

きました。多方面で活躍中の先生方で

はありましたが、ご面識のあった先生

方にお声掛けさせて頂いたことが成功

の要因だったのではないでしょうか。

「丸の内」というネーミングから受ける

印象も、先生方の専門性をより際立た

せ、イメージアップを図るために良い

影響を与えたのではないかと感じてい

ます。校長には弁護士で税理士の元関

東管区警察署長局長の太田壽朗氏に、

また顧問には立命館大学准教授の秋

葉武氏にお願いしました。

高度な相続実務を学ぶ拠点として、
"丸の内"をブランド化していきたい!」

一受講者からのアンケートでは.高い

評価を受けていますね。

はい、講座終了後に毎回、アンケー

ト調査を実施していますが、「相続実

務において必要不可欠な知識を丁寧

に説明してくれた」「知識と実務のバ

ランスが良かった」「今後の相続実務

に活かすことができそうだ」といった

声に代表されるように、概ね満足して

頂けたようです。第1期生は、税理士

を中心に会計事務所職員にも多く参

加していただきましたが、好評の要因

は何と言っても、東京駅直結の立地と

講師陣のレベルの高さにあるのでは

ないでしょうか。

一9月から始まる第2期で、第1期か

らの大きな変更点はありますか。

カリキュラムの変更をはじめ、それ

以外にも参加人数や、時間割りの変更

があります。第2期は受講者の幅を広

げることより、むしろ、受講者を限定

し、より専門性の高いイメージを育

てていこうという方向性を打ち出し

ました。第2期は会場も変更し「60名

定員」としました。受講料は第1期と

同様、1講座当たり「18,900円」、全

12講座受講で「189,000円」としまし

た。さらに、遠方から「受講したい」と

いうニーズに応え、土曜開講(2講座)

を実施します。これまでは、受講が平

日の夜で、終了後に参加者らの意見交

換の場が作りにくかったという状況

がありました。第2期では参加者同士

の交流の場を設けるために、懇親会の

開催を予定しています。講義終了後に

参加者との様々な意見交換も可能に

なり、ネットワークづくりもしやすく

なるのではと考えています。

一第2期の請座の特徴は。

第1期は、弁護士、税理士、不動産鑑

定士の各講師が評価や相続トラブル

といった実務の講義を中心に進めて

きましたが、第2期は、受講者からい

ただいたアンケート結果も参考とし、

新たな布陣で講義をスタートさせま

す。それに伴い内容も、相続ビジネス

とのかかわり方、相続と密接な関係に

ある保険と税務、税務当局から見た相

続税の税務調査のほか、関西圏におけ

る相続ビジネスの現状についても

テーマに加える予定で、内容を充実さ

せていきます。全12講座すべてを受

講することが難しい場合、興味ある講

座を単独で選べる仕組みはそのまま

継続します。

一約90名の受講修了者のネットワー

クづくりは当面の課題でしょうが、

その後のステップとしてどのような

展開をお考えですか。

現時点ではまだ決めてはおりませ

んが、受講者からの個別相談案件への

サポートは必要ではないかと思って

います。それが受講者のメリットにも

なるでしょうし、「丸の内相続大学校」

が相続の情報発信基地になるために

も、強固なネットワークづくりは避け

ては通れないテーマであることには

違いありません。第1期の全12講座

受講者には、「相続マイスター修了証」

というゴールドカードを発行しまし

たが、将来的には「相続マイスター」の

称号を新たな認定資格創設に結びつ

けていくことを視野に入れた活動を

展開していきたいですね。

一ところで、話ほ変わりますが、最近

の相続ビジネスの現状をどう捉えて

いますか。

拡大する相続税マーケットにビジ

ネスチャンスを求める動きは、より活

発化していくでしょうね。でも本当

に、相続に精通するプロ中のプロと呼

ばれる専門家は極端に少ないのが現

状です。マーケットは拡がっているに

も関わらず、それに対応できる専門家

が育っていないという現状は、業界の

将来を考えたとき、好ましくないので

はないかと感じるのです。

相続税額を大きく左右するものと

して、不動産の財産評価が取り沙汰さ

れますが、そればかりが税額を軽減す

る手段ではありません。各種の特例等

も要チェック項目です。それらを上手

く活用した対策を講じることができ

れば、依頼者への信頼は格段に高まり

ます。クライアントから投げかけられ

る悩み事に対し、的確に応えてあげる

ことのできる専門家の必要性は、今後

ますます高まっていくことでしょう。

「丸の内相続大学椥は、相続に関わ

る一連の手続き、法務、税務を習得し

た一流の実務家を養成するための講

座です。幅広い顧客ニーズに応える目

的で開講しているもので、ここで学ん

だことが実務の中で活かされ、自身の

業務領域の拡大や組織におけるシス

テムの整備にまで寄与していただけ

るよう、さらに受講者にとってのプラ

ンドとなっていただけることを願っ

ています。

▲八イレベルな講義が人気の的

▲受講修了者に発行した

「ゴールドカード」


